
小石川図書館外４施設

指定管理者の管理運営に対する評価報告書

平成28年7月

文京区立図書館指定管理者評価検討会

【平成27年度実績】



１　指定管理の概要
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２　収支状況

（１）指定管理料及び利用料金

【特記事項】

管理業務内容

9,620,639

30

493,521,116

2,926,444

0

0

支
 
出

保険料

合計（Ｂ）

使用料及び賃借料 5,012,161

60,410

事業者提案事業

573,176

合計（Ａ）

人件費

3,125,470

496,447,560

424,266,360

22,847,054

699,929

10,923,367

旅費

0

0

0 0 0

光熱水費

一般役務費

修繕費

施設維持管理費

一般需要費

854,289

10,213,022

利用料金制の有無

収支（Ａ）－（Ｂ）

年度

収
 
入

郵便料

電信費

指定管理料

（指定期間５年中の１年目）
評価対象期間

施設名称

公募

①小石川図書館②本駒込図書館③目白台図書館④湯島図書館⑤大塚公園み
どりの図書室

施設の設置目的

指定管理者名称

指定期間

図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）第１条の規定に基づき、教育と
文化の発展に寄与するため、文京区立図書館を設置する。

株式会社図書館流通センター

平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日

公募・非公募の別

平成２７年４月１日～平成２８年月３１日

教育推進部真砂中央図書館所管課

図書館資料、視聴覚資料等（以下「図書館資料」という。）の収集、
整理及び保存

図書館資料の館内及び館外利用

読書案内及び読書相談

496,447,560

その他の目的達成のため必要な事業

3127

無

28 29

0

0

0

0

0

本施設は図書館法第17条の規定により、利用料金制をとっていない。

5,325,239

読書会、講演会、研究会、鑑賞会、映写会等の開催及び奨励



（２）自主事業（指定管理者の費用と責任で実施する事業）

【特記事項】

３　評価検討会委員

委員

委員名

副座長

座長

委員

2

3

6

7

教育推進部真砂中央図書館長　齋藤　勝美

教育推進部教育総務課長　　　山﨑　克己

教育推進部教育指導課長　　　植村　洋司

稲富　滋　　（図書館利用者）

柳澤　美樹子（図書館利用者）

収
 
入

年度 30 31

合計（Ａ） 0 0 0 0

27 28 29

0

委員

8

1

収支（Ａ）－（Ｂ）

5

00 0

教育推進部長　　　　　　　　久住　智治

0

委員

委員

0

支
 
出

委員

0

役職

4

00 0

0合計（Ｂ）



４　評価の対象とした資料

9 経費節減、効率的な予算執行等及び省エネ等の取組 ⑧⑨⑲

平成２７年度事業報告書

①⑭モニタリング実施結果

備品購入一覧

③⑤

③⑤

①④

③⑥

⑮

指定管理者事業収支決算書 ①⑧⑨⑪⑭⑲

金銭出納簿

⑥⑬⑯⑱

日常清掃等記録 ⑭

⑨⑭

⑪

17

16

7

平成２７年度利用者懇談会実施報告書

広報物

8 意見・要望等とその対応

個人情報保護及び情報公開に関する規程

修繕または施設の改修一覧

職員研修計画及び実施結果

平成２７年度利用者アンケート実施結果

平成２７年度事業計画書

15

18

10

11

12

13

14

3

4

5

6

1

2

評価の対象とした資料名 評価項目番号

文京区立図書館業務要求水準書

基本協定書・年度協定書 ①③⑤⑧⑭⑮⑯⑱

①③④⑤⑥⑦⑨⑫⑬⑭⑮⑯⑰
⑱⑲

①⑦⑫

①⑦⑨⑫⑬⑭

⑯⑰

危機管理に関するマニュアル等 ⑯⑱



５　評価結果

（１）分野評価

Ｂ

【
配
点
３
２
点
】

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
有
効
性

⑨　指定管理料の範囲内で効果的・効率的な予算執行が
行われたか。

4

6

3

8

3 3

①　区が求めた事業は計画通り適切に実施されている。学校支援については児童サービス担当
者と連携し、学校図書館の環境整備・読書推進支援・学習支援等を行なっている。また、指定
行事のほか、各館の特徴を生かした提案事業を積極的に実施し、図書館利用を推進するととも
に、文化の発信にも努めている。小石川図書館と目白台図書館において、育児コンシェルジュ
による利用者支援を行うなど、新たな事業にも取り組んでいる。
③　利用者懇談会を実施し、意見や質問について、丁寧かつ適切に対応している。また、利用
者アンケートの意見を反映するとともに、各事業の際もアンケートを実施し意見収集に努め事
業開催に反映している。
④　行事の周知について、ポスター・チラシに工夫を凝らしている。また、各館において広報
誌を発行し、図書館案内、資料案内に努めている。さらに、様々なテーマで特集展示を行い、
資料の利用促進に努めている。メディアへの発信を含め、効果的な広報活動を行なっている。
⑤　利用者アンケートにおいて、目的達成度及び職員の接遇について、利用者から高い満足度
を得ている。
⑥　様々な意見・要望・苦情等について、きめ細かく適切に利用者対応を行なっている。ま
た、区への報告について、緊急を要する場合や事前に情報として報告した方がよい場合など、
臨機応変に対応している。
⑦　利用者数、新規登録、貸出総数、予約・リクエスト数について、当該指定期間開始前と比
較し、増加している。
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4

4
⑦　利用者数、稼働率等の実績が、当該指定期間開始前
と比べて同程度か。

⑧　経費節減への具体的な取組を行い、その効果があっ
たか。

28点

⑤　利用者アンケート等の結果で、利用者から高い評価
を得られているか。

6点

⑥　利用者からの苦情に対する対応と報告が適切に行わ
れたか。

3

①　協定書、業務要求水準書等で区が求めた事業が適切
に実施されたか。

⑧　照明や空調の管理、ＬＥＤへの切り替えにより、節電に努めている。展示用の棚等をス
タッフが作成、修理を行うなど、経費節減に取り組んでいる。
⑨　物価が上昇傾向にあるなか、効率的な経費配分を行い、提案事業、施設改修等を積極的に
行なっている。

－

4

4 4

4

34

－

4

4

8

4

3

3

【評価理由】

【
配
点
８
点
】

経
費
の
効
率
性

【評価理由】

Ｃ

－

3

－
⑩　収入を増加するための具体的な取組を行い、その効
果があったか。

②　区が求めた事業以外に、住民サービスの向上を図る
ための自主事業が積極的に計画され、事業計画書や企画
提案書に沿って適切に実施しているか。

③　利用者懇談会や利用者アンケートにより、利用者の
意見を収集し、適当な意見については、それを反映させ
た取組が行われたか。

④　区民や利用者への広報方法を工夫し、効果的な広報
活動が行われたか。

得点評価配点評価項目

－ －

3

評価
分野

評価
得点



【評価理由】

－

【評価理由】

⑱　事故、災害等の緊急事態が発生した場合の危機管理
体制が適切であり、緊急事態が発生した場合は、その対
応が適切であったか。

⑲　省エネやごみの削減など環境に配慮した取組が積極
的に行われたか。

4 3 3

3 3

4 3 3

3 3

⑮　備品台帳により、備品の管理が適切に行われたか。

－ －

⑯　文京区個人情報保護条例の規定を遵守し、利用者の
個人情報の適正な管理のために必要な措置が講じられ、
漏えい、滅失及びき損等の事故が起きていないか。

4

⑪　金銭出納簿の記載は適切であり、区の協定書に基づく適正な管理が行われている。
⑫　年間を通じて司書率、常勤率、経験者雇用について業務要求水準書に求める「５割以上」
を上回る高水準を保持し、評価できる人員配置を行なっている。
⑬　職員の能力の維持と向上を目指し、体系的、横断的な研修計画を立案しており、各館にお
いてはそのプログラムに合わせ、各種の図書館業務研修のほか、危機管理研修も行なってい
る。ただし、120名以上の職員全員に対応できているかは不明である。
⑭　小石川図書館の１階カウンター周辺改修工事により、利用者、職員ともに動線が改善され
た。本駒込図書館では看板の落下への対応に遅れがあった。目白台図書館の建築物定期点検の
報告書が未提出だった。各館ともトイレの改修を実施、日常清掃も適切に行われ、施設利用に
配慮している。
⑮　備品台帳により備品管理は適切に行われている。
⑯　個人情報マニュアルを整備し、個人情報については入社時の必修研修としており、その後
のレベルアップ研修を行なっているが、全職員に個人情報保護の重要性が浸透していない。
⑰　区の情報公開条例に則った規程を整備している。当年度、情報公開請求について、区から
情報提供を求めることはなかった。
⑱　危機管理のマニュアルや職員の研修体制が整備されている。また、今年度発生した緊急事
態についての対応は適切であり、区への報告を速やかに行なっている。
⑲　区の節電対策を順守し、積極的に省エネ対策及びごみの削減に取り組んでいる。

⑰　文京区情報公開条例の趣旨に則り、情報の公開を行
うための必要な措置が講じられ、請求または区から情報
提供の求めがあった場合は適切で速やかな対応が行われ
たか。

⑭　利用者が安全・快適に施設を利用できるよう適切に
施設の保守、修繕、清掃等が行われたか。 4 3 3

【
配
点
０
点
】

業
務
の
改
善
性

⑳　前回の評価（一次評価及び二次評価）を受けて、適
切な改善が図られたか。

《前回の指摘事項》

【
配
点
３
６
点
】

管
理
運
営
の
適
正
性

4

4 3 3

4 3 3

⑪　金銭の管理が適正に行われたか。 4 3 3

⑬　職員の知識・技術向上を図るための研修等が適切に
行われたか。 4 3 3

⑫　サービスを低下させない適切な人員配置が行われた
か。

配点 評価 得点
評価
分野

評価
得点

評価項目

Ｃ

-
－

27点



（２）総合評価

【所見】

【改善事項】

/ 76点

　小石川図書館では地域にゆかりのある著名人の講演会・参加者とのトークセッションを実施、湯島図
書館ではビジネス講座を開催、本駒込図書館では調べ学習相談の対象を高校生まで拡大するなど、新た
な利用者の掘り起こしを行なった。また、小石川図書館と目白台図書館において、育児コンシェルジュ
による利用者支援を開始した。利用者の文化・教養の向上を図るため、各館の地域性や利用者の特性に
合わせ、多彩な自主提案事業を展開し、図書館利用促進に努めている。積極的な広報活動による利用者
拡大の努力も評価できる。
　また、学校図書館支援員、施設管理スタッフや危機管理スタッフの配置により、子どもたちの読書活
動の推進、各地区館の環境整備に取り組んでいる点も評価に値する。その一方で、職員数が増加したこ
とによる個々の水準低下を招かぬよう研修体制を強化するとともに、区の施設の運営を担っているとい
う自覚が求められる。

評 価 Ｂ 得 点 61点



《評価結果の見方》

（１）分野評価

① ４段階評価・乗率

② ５段階評価

（２）総合評価

　各評価分野の得点を合計し、その合計得点を５段階評価します。

Ｅ
総合評価の結果、相当な改善が必要である。

（合計得点が、配点の４０％未満）

Ｃ
総合評価の結果、おおむね適正である。

（合計得点が、配点の６０％以上８０％未満）

Ｄ
総合評価の結果、改善が必要である。

（合計得点が、配点の４０％以上６０％未満）

Ａ
総合評価の結果、特に優れている。

（合計得点が、配点の９０％以上）

Ｂ
総合評価の結果、優れている。

（合計得点が、配点の８０％以上９０％未満）

（分野の合計得点が、配点の４０％以上６０％未満）

当該分野について、相当な改善が必要である。

（分野の合計得点が、配点の４０％未満）

評　価 評価内容及び基準

Ｃ

Ｄ

Ｅ

当該分野について、改善が必要である。

当該分野について、特に優れている。

（分野の合計得点が、配点の９０％以上）

当該分野について、優れている。

（分野の合計得点が、配点の８０％以上９０％未満）

当該分野について、おおむね適正である。

（分野の合計得点が、配点の６０％以上８０％未満）

評　価 評価内容及び基準

Ａ

Ｂ

乗 率

100%

75%

0%

50%

協定書、業務要求水準書等の水準を満たしておらず、改善が必要である。

４：優良

３：適当

２：課題あり

１：要改善

協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を満たしているが、一部に課題
がある。

協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を超える成果がある。

協定書、業務要求水準書等で区が求めた水準を満たしている。

　評価項目ごとに４段階評価を行い、その結果に応じた乗率を各評価項目の配点に乗じて採点
し、各評価分野の合計得点を５段階評価します。

評　価 評価内容及び基準


